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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の背部を撮影してその３次元データを取得する３次元データ取得部と、
　前記３次元データ取得部で取得された前記３次元データに基づいて前記被験者の背部の
垂直方向の中心線を検出する中心線検出部と、
　被験者の背部について湾曲の程度を測定すべき特徴部位を指定する特徴部位指定部と、
　前記特徴部位指定部で指定された特徴部位について、前記３次元データに基づいて水平
方向の体表面の凹凸状態を検出する凹凸状態検出部と、
　前記特徴部位指定部で指定された特徴部位について、前記中心線を境にした左右の凹凸
のピーク位置の高低差を算出する左右差算出部と、
　前記凹凸状態検出部による検出結果と前記左右差算出部による算出結果を併せて表示す
る表示部と、
　を備えることを特徴とする脊椎側弯症の評価システム。
【請求項２】
　前記表示部は、
　前記凹凸状態検出部による検出結果に基づいて取得される凹凸のピーク位置を併せて表
示することを特徴とする請求項１に記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項３】
　前記３次元データ取得部は、ＴＯＦ方式の３次元センサで構成されることを特徴とする
請求項１又は請求項２の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
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【請求項４】
　前記３次元データ取得部は、レーザパターン投影方式の３次元センサで構成されること
を特徴とする請求項１又は請求項２の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項５】
　前記３次元データ取得部で取得された前記３次元データに基づいて、当該３次元データ
が人体に関するものであるか否かを判定する人体判定部をさらに備えることを特徴とする
請求項１から請求項４の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項６】
　前記中心線検出部は、前記３次元データに基づいて前記被験者の背部の外形線を求め、
当該外形線に基づく背部の幅から垂直方向の中心線を検出することを特徴とする請求項１
から請求項５の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項７】
　前記中心線検出部は、前記凹凸状態検出部で検出された前記被験者の背部の凹凸状態に
基づいて垂直方向の中心線を検出することを特徴とする請求項１から請求項５の何れかに
記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項８】
　前記中心線検出部は、別途撮影される前記被験者の背部のＸ線撮影画像データと、前記
３次元データとを重ね合わせて、垂直方向の中心線を検出することを特徴とする請求項１
から請求項５の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項９】
　前記中心線検出部は、別途撮影される前記被験者の背部のモアレ画像データと、前記３
次元データとを重ね合わせて、垂直方向の中心線を検出することを特徴とする請求項１か
ら請求項５の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項１０】
　前記凹凸状態検出部による検出結果および前記左右差算出部による算出結果の少なくと
も一方に基づいて、予め設定される閾値との比較によって、前記被験者の側弯症の程度を
評価する評価部をさらに備えることを特徴とする請求項１から請求項９の何れかに記載の
脊椎側弯症の評価システム。
【請求項１１】
　前記表示部は、前記評価部による評価結果を併せて表示することを特徴とする請求項１
０に記載の脊椎側弯症の評価システム。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１の何れかに記載の脊椎側弯症の評価システムに適用される評価
用器具であって、
　被験者の腰部の水平方向の表面に接触される水平板部と、
　前記水平板部から前記被験者の腰部の両側部に接触される一対の側板部と、
　を備えることを特徴とする評価用器具。
【請求項１３】
　前記水平板部の３次元データ取得部側の表面には、所定高さの突起部が設けられている
ことを特徴とする請求項１２に記載の評価用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脊椎側弯症の評価システムおよび同システムに適用される評価用器具に係り
、特に簡易且つ低コストで脊椎側弯症の定量的な評価を行う脊椎側弯症の評価システムお
よび同システムに適用される評価用器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　脊椎側弯症（以下、単に「側弯症」と呼ぶ）は、脊柱（背骨）について側方への湾曲や
捻じれを生じる病気であり、特に女性に多く発症する。
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【０００３】
　脊柱の湾曲は、捻じれを伴うため、症状が進行すると肋骨の張り出しも生じる。また、
高度の湾曲になると、腰背部痛に加え、胸郭の圧迫と変形による呼吸器障害や循環器障害
など内臓にも影響を及ぼす。
【０００４】
　この側弯症の診断には、定量的な計測が必要である。特に、手術を行うか否かの判定や
、治療によりどの程度症状が改善されたかの評価には定量的な計測が欠かせない。
【０００５】
　従来においては、側弯症の診断には、Ｘ線撮影装置を用いたＸ線検査法が多く用いられ
ている。Ｘ線検査法は、Ｘ線で胸部を撮影し、脊柱の湾曲度を医師の判定により計測する
手法である。図１１にＸ線撮影装置を用いた撮影例を示す。図１１に示すように、Ｘ線撮
影画像により、脊柱の側方への湾曲度を把握することができる。
【０００６】
　しかし、一般的なＸ線検査法では、側方への湾曲度合いは判定できても、体表面の凹凸
の程度は判定できないという難点があった。なお、被験者の側方など、多方向からＸ線撮
影すれば凹凸の程度の判定も可能ではあるが、人体の被曝の問題もあるため、多方向から
の複数回の撮影はできるだけ避けたいという要望がある。
【０００７】
　また、ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置を用いた計測も考えられ
るが、装置が高価で大型であるため、小規模の病院等への適用が難しいという問題がある
。また、ＣＴ検査では、被験者が寝た状態で撮影されるため、重力の影響などで脊柱や肋
骨の状態が変わってしまい、側弯症の症状を正確に評価できないという難点もあった。ま
た、Ｘ線検査法と同様に、人体の被曝の問題もある。
【０００８】
　Ｘ線撮影装置やＣＴ装置を用いない生体の歪み検出装置としては、例えば、特許文献１
に開示の技術が挙げられる。
【０００９】
　この検出装置は、第１センサ及び第２センサから構成される測定手段を有する。各々の
センサは、生体の左右の上腕に取り付けられ、当該センサ自体の３次元的な姿勢を測定す
る。そして、生体が両腕を用いた所定動作を終えた状態において、得られたデータから、
生体の左右の腕の姿勢を決定し、左右の腕の姿勢の差違に応じて、上半身の筋肉の強い部
位を決定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－２０７３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記特許文献１に係る生体の歪み検出装置は、側弯症の定量的な計測に
は適用することはできなかった。
【００１２】
　そのため、Ｘ線撮影装置やＣＴ装置を用いない側弯症の検査方法としては、体表面の形
状計測にモアレ法を適用した方法が用いられていた。
【００１３】
　モアレ法は、光の干渉縞を利用した体表面の形状を３次元的に計測する方法である。
【００１４】
　例えば、図１３に示すように、被験者（人体）Ｈの背部について、モアレ撮像装置によ
ってモアレ画像を取得する。そして、湾曲の程度を測定すべき特徴部位Ｈ１～Ｈ６につい
て、左右ピークの高低差ｈを測り、肩幅ｄとの比によって湾曲の程度を評価する。
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【００１５】
　この手法は、Ｘ線撮影装置やＣＴ装置を用いた計測方法とは異なり、検査による被曝の
問題を生じず、人体に対して非侵襲であるという長所がある。
【００１６】
　しかしながら、モアレ法に適用する装置は大掛かりでコストも嵩む（例えば、１００万
円以上のコストを要する場合も有る）という難点があった。
【００１７】
　また、計測されたモアレ画像はコンピュータ処理が技術的に難しく、モアレ画像に基づ
く側弯症の評価、医師や技師等の人による手作業で計測が行われている。そのため、検査
効率が低く、時間当たりの被験者の数が制限されてしまうという問題があった。
【００１８】
　さらに、上述のように手作業による計測作業を含むため、計測を行う者の技量による計
測誤差が大きく、検査精度が低いという問題もあった。
【００１９】
　一方、側弯症患者の数は非常に多く、（例えば、子供の特発性側弯症だけでも国内に約
２～４万人存在するとのデータもある。それゆえ、検査効率および検査精度の向上が国内
外で求められている。
【００２０】
　また、各種学校の身体検査等で容易に側弯症の検査を行うために、簡易な構成で且つ低
コストな脊椎側弯症の評価システムの開発が要望されている。
【００２１】
　本発明は、上記の事情に鑑み、簡易且つ低コストで脊椎側弯症の定量的な評価を高精度
で行うことのできる脊椎側弯症の評価システムおよび同システムに適用される評価用器具
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　前記課題を解決するため、被験者の背部を撮影してその３次元データを取得する３次元
データ取得部と、前記３次元データ取得部で取得された前記３次元データに基づいて前記
被験者の背部の垂直方向の中心線を検出する中心線検出部と、被験者の背部について湾曲
の程度を測定すべき特徴部位を指定する特徴部位指定部と、前記特徴部位指定部で指定さ
れた特徴部位について、前記３次元データに基づいて水平方向の体表面の凹凸状態を検出
する凹凸状態検出部と、前記特徴部位指定部で指定された特徴部位について、前記中心線
を境にした左右の凹凸のピーク位置の高低差を算出する左右差算出部と、前記凹凸状態検
出部による検出結果と前記左右差算出部による算出結果を併せて表示する表示部と、を備
える脊椎側弯症の評価システムを提供する。
【００２３】
　また、上記の脊椎側弯症の評価システムに適用される評価用器具であって、被験者の腰
部の水平方向の表面に接触される水平板部と、該水平版部から前記被験者の腰部の両側部
に接触される一対の側板部と、を備える評価用器具を提供する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、簡易且つ低コストで脊椎側弯症の定量的な評価を高精度で行うことの
できる脊椎側弯症の評価システムおよび同システムに適用される評価用器具を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る脊椎側弯症の評価システムの機能構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は、図１に示した評価システムの装置構成例を示す図である。
【図３】図３は、図１に示した評価システムに適用される３次元センサを示す外観図であ
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る。
【図４】図４は、図３に示した３次元センサの計測原理を説明する図である。
【図５】図５は、図３に示した３次元センサの計測原理を説明する図である。
【図６】図６は、図３に示した３次元センサの計測原理を説明する図である。
【図７】図７は、図１に示した評価システムで実行される側弯症評価処理の処理手順を示
すフローチャートである。
【図８】図８は、図１に示した評価システムにおける計測結果の表示例を示す図である。
【図９】図９は、図１に示した評価システムにおける健常者と側弯症患者の計測結果を示
す説明図である。
【図１０】図１０は、側弯症の症例を示す図である。
【図１１】図１１は、Ｘ線撮像装置による側弯症患者の撮影例を示す画像である。
【図１２】図１２は、側弯症により脊柱に捻じれを生じた状態の高低差の例を示す説明図
である。
【図１３】図１３は、モアレ法を用いた脊椎側弯症の評価例を示す図である。
【図１４】図１４（ａ）は、評価用器具の装着状態を示す正面図、図１４（ｂ）は、評価
用器具の概略構成を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の一実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。ここで、図面におい
て同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した説明は省略されている。
【００２７】
　本実施形態に係る脊椎側弯症の評価システムＳ１は、図１のブロック図に示すように、
被験者Ｈの背部を撮影してその３次元データを取得する３次元センサ（または３次元カメ
ラ）１００（３次元データ取得手段）と、被験者Ｈの背部について湾曲の程度を測定すべ
き特徴部位を指定する特徴部位指定部１０２（特徴部位指定手段）と、この特徴部位指定
部１０２で指定された特徴部位について、前記３次元データに基づいて水平方向の体表面
の凹凸状態を検出する凹凸状態検出部１０３（凹凸状態検出手段）と、この凹凸状態検出
部１０３による検出結果を表示する表示モニタ２００（表示手段）を備える。
【００２８】
　また、表示モニタ２００は、凹凸状態検出部１０３による検出結果に基づいて取得され
る凹凸のピーク位置を併せて表示するようになっている。
【００２９】
　また、評価システムＳ１は、３次元センサ１００で取得された３次元データに基づいて
被験者Ｈの背部の垂直方向の中心線を検出する中心線検出部１０４（中心線検出手段）と
、特徴部位指定部１０２で指定された特徴部位について、中心線を境にした左右のピーク
位置の高低差を算出する左右差算出部１０５（左右差算出手段）とをさらに備えている。
【００３０】
　そして、表示モニタ２００は、左右差算出部１０５による算出結果を併せて表示するよ
うになっている。
【００３１】
　また、評価システムＳ１は、３次元センサ１００で取得された３次元データに基づいて
、当該３次元データが人体に関するものであるか否かを判定する人体判定部１０６（人体
判定手段）をさらに備える。
【００３２】
　さらに、凹凸状態検出部１０３による検出結果および左右差算出部１０５による算出結
果の少なくとも一方に基づいて、予め設定される閾値との比較によって、被験者Ｈの側弯
症の程度を評価する自動評価部１０７（評価手段）を備える。
【００３３】
　そして、表示モニタ２００は、自動評価部１０７による評価結果を併せて表示するよう
になっている。
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【００３４】
　なお、本実施形態において、特徴部位指定部１０２、凹凸状態検出部１０３、中心線検
出部１０４、左右差算出部１０５、人判定部１０６および自動評価部１０７は、パーソナ
ルコンピュータ等で構成されるコンピュータ装置１０１で実行されるプログラム（ソフト
ウェア）で構成される。
【００３５】
　また、３次元センサ１００とコンピュータ装置１０１とは、ＵＳＢケーブル等を介して
接続される。
【００３６】
　３次元センサ１００としては、ＴＯＦ（ｔｉｍｅ－ｏｆ－ｆｌｉｇｈｔ）の３次元セン
サを適用することができる。
【００３７】
　ＴＯＦ方式の３次元センサは、アクティブに近赤外光（ＬＥＤ光）を照射し、その反射
光を用いて距離を測定する。
【００３８】
　即ち、例えば赤外線などの不可視光をパルス変調して画角内に照射し、イメージ・セン
サ側でこのパルスの位相遅れを計測することで、対象物までの往復の距離を割り出す。
【００３９】
　このＴＯＦ方式の３次元センサは、従来においては５００～１０００万円程度もする高
価な機器であったが、昨今は低廉化が進み数万円以下のカメラも開発されている。
【００４０】
　また、３次元センサ１００として、レーザパターン投影方式の３次元センサを適用する
ことができる。
【００４１】
　図２に示す構成例では、レーザパターン投影方式の３次元センサ１００を用いている。
【００４２】
　レーザパターン投影方式の３次元センサ１００は、赤外線パターンを対象物体に照射し
て三角測量により距離画像を取得している。
【００４３】
　より具体的には、レーザパターン投影方式の３次元センサ１００としては、マイクロソ
フト社製のＫｉｎｅｃｔセンサ（マイクロソフト社の登録商標）を適用することができる
。このＫｉｎｅｃｔセンサは、当初ゲーム機用のセンサであったが、コンピュータ装置（
パーソナルコンピュータ）１０１にもＵＳＢ端子を介して接続可能である。
【００４４】
　そして、マイクロソフトリサーチ社が提供する「Ｋｉｎｅｃｔ　ｆｏｒ　Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）　ＳＤＫ（Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）」を用
いれば、Ｃ言語で記述したプログラムによりＫｉｎｅｃｔセンサをコンピュータ装置１０
１から制御することできる。
【００４５】
　このＫｉｎｅｃｔセンサは、約１万数千円程度で入手可能であり、本評価システムＳ１
の低コスト化を図ることができる。
【００４６】
　図３に、３次元センサ（Ｋｉｎｅｃｔセンサ）１００の外観を示す。３次元センサ１０
０は、赤外線レーザ発光部１５０と、ＲＧＢカラー映像認識用カメラ１５１と、奥行き測
定用赤外線カメラ１５２とを搭載している。
【００４７】
　なお、この３次元センサ１００は、電動チルト機構を備え、縦方向に３０度首振りが可
能になっており、被験者Ｈの身長等に合わせてコンピュータ装置１０１側から調整するこ
とができる。
【００４８】
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　３次元センサ１００の内部には３軸加速度センサ、６４ＭＢのＤＤＲ２　ＳＤＲＡＭメ
インメモリ、信号処理専用プロセッサ等が内蔵されている。
【００４９】
　より精密な測定を行う場合には、３次元センサ１００に水準器を設けて、水平度等を調
整するようにしてもよい。
【００５０】
　図２に示すように、本評価システムＳ１は、高さ調整可能（例えば、０．５～１．５ｍ
の範囲で高さ調整可能）な三脚３００に取付けられた３次元センサ１００と、特徴部位指
定部１０２、凹凸状態検出部１０３、中心線検出部１０４、左右差算出部１０５、人判定
部１０６および自動評価部１０７等の機能を実現可能なプログラム（ソフトウェア）をイ
ンストールしたノート型パーソナルコンピュータ１０１とで構成することができる。
【００５１】
　なお、３次元センサ１００と被験者Ｈとの距離は、１～２ｍ程度とするとよい。
【００５２】
　ここで、図４～図６を参照して、レーザパターン投影方式の３次元センサ１００の計測
原理について簡単に説明する。
【００５３】
　図４に示すように、３次元センサ１００の赤外線レーザ発光部１５０（図３参照）から
一定の照射角度で照射された赤外線レーザは、物体５００に当たって反射され、奥行き測
定用赤外線カメラ１５２（図３参照）に入射して検出される。この場合に、底辺と両端の
角度から物体５００までの距離を計算することができる。なお、赤外線レーザが照射され
た物体５００の画像は（ａ）のように示される。また、受光角度は画像から計測する。
【００５４】
　また、図５に示すように、物体５００が３次元センサ１００側に移動した場合において
も、同様に底辺と両端の角度から物体５００までの距離を計算することができる。なお、
赤外線レーザが照射された物体５００の画像は（ｂ）のように示される。また、受光角度
は画像から計測する。
【００５５】
　上述のＫｉｎｅｃｔセンサでは、図６（ａ）、６（ｂ）に示すように、予め既知の光学
パターンを画角内に照射し、そのパターンの幾何学的な歪み具合から対象物の３次元構造
を復元している。例えば、光源を一度、拡散板で拡散させた後、マイクロレンズが並んだ
透過板を使って投影パターンを作り出す方式などが適用される。
【００５６】
　なお、Ｋｉｎｅｃｔセンサ等の３次元センサ１００は、静止画像のほかに、動画を取得
することができる。本実施形態に係る評価システムＳ１においても、原則は静止画像に基
づいて側弯症の評価を行うが、被験者に所定の動作をさせ、その状態を動画で取得して側
弯症の評価を総合的に行うことも可能である。
【００５７】
　次に、図７のフローチャートを参照して、本実施形態に係る評価システムＳ１で実行さ
れる側弯症評価処理の処理手順について説明する。
【００５８】
　ステップＳ１０では、３次元センサ１００により被験者Ｈの背部を撮影して、３次元計
測データを取得する。実際には、取得された３次元計測データは、コンピュータ装置１０
１が備えるハードディスク装置やメモリ等に格納される。
【００５９】
　ステップＳ１１では、人体判定部１０６によって、取得された３次元計測データに基づ
いて、当該３次元計測データが人体のものであるか否かが判定される。
【００６０】
そして、判定結果が「Ｎｏ」の場合にはステップＳ１０に戻り、「Ｙｅｓ」の場合にはス
テップＳ１２に移行する。
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【００６１】
　ステップＳ１１の人体判定は、具体的には、予め人体の背部のパターンを格納しておき
、そのパターンと３次元計測データとのパターンマッチング処理等により実現することが
できる。このような人体判定を行うことにより、以降の処理を自動化することができる。
即ち、３次元センサ１００による３次元計測データの取得状態を継続し、被験者Ｈが３次
元センサ１００側に背部を向けて所定の姿勢をとった際に、人体であると判定することに
より以降の処理に自動的に移行させることができ、効率的に検査を行うことができる。
【００６２】
　次いで、ステップＳ１２では、取得された３次元計測データについてフィルタによりノ
イズを除去する処理を行う。
【００６３】
　ステップＳ１３では、３次元計測データについて背景データを削除する処理を行う。
【００６４】
　ステップＳ１４では、３次元計測データに基づいて、画像のエッジを検出して、被験者
Ｈの背部の外形線を取得する。
【００６５】
　ステップＳ１５では、中心線検出部１０４によって、被験者Ｈ（人体）の背部の中心線
を検出する。この中心線は、被験者Ｈの背部を左右に分けて評価を行う基準となるので、
中心線を如何にして検出するかは重要である。
【００６６】
　中心線の検出に仕方としては次のような手法が考えられる。
【００６７】
　ステップＳ１４で取得された被験者Ｈの背部の外形線に基づく背部の幅から垂直方向の
中心線を検出するようにできる。より具体的には、外形線に基づいて被験者Ｈの背部の各
位置における幅を取得し、例えばその幅の１／２の所定位置を結んで中心線とすることが
考えられる。
【００６８】
　また、凹凸状態検出部１０３で検出された被験者Ｈの背部の凹凸状態に基づいて垂直方
向の中心線を検出するようにしても良い。即ち、人体の背部において脊柱の有る位置は、
凹状態となっているため、背部の凹凸状態のデータにおいて略中央で凹状態の底となって
いる所定位置を結んで中心線とすることが考えられる。
【００６９】
　また、別途撮影される被験者Ｈの背部のＸ線撮影画像データと、３次元計測データとを
重ね合わせて、垂直方向の中心線を検出するようにしても良い。即ち、３次元計測データ
のみでは中心線を把握し難い場合や、より精密な評価を行いたい場合には、Ｘ線撮影画像
を参照して垂直方向の中心線を決定するようにできる。
【００７０】
　また、別途撮影される被験者Ｈの背部のモアレ画像データと、３次元計測データとを重
ね合わせて、垂直方向の中心線を検出するようにしても良い。即ち、３次元計測データの
みでは中心線を把握し難い場合や、より精密な評価を行う場合には、モアレ画像を参照し
て垂直方向の中心線を決定するようにできる。
【００７１】
　その他、例えば、被験者Ｈの脊柱の位置に反射テープ等で構成したマーカを予め貼付し
、３次元センサ１００が備えるＲＧＢカメラ１５１（図３参照）の撮影画像でそのマーカ
の位置を検出して中心線を決定するようにしても良い。
【００７２】
　次いで、ステップＳ１６では、特徴部位指定部１０２で、被験者Ｈの背部について湾曲
の程度を測定すべき特徴部位を指定する。
【００７３】
　特徴部位の指定は、自動的に指定を行う場合と、操作者が手動で行う場合とが考えられ
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る。
【００７４】
　例えば、予め測定すべき特徴部位に関するデータを登録し、そのデータに基づいて複数
の被験者に対して、同じ特徴部位について湾曲の程度を測定するようにできる。より具体
的には、例えば特徴部位を「第７頚椎」として、被験者Ｈの「第７頚椎」の位置を３次元
計測データあるいはＲＧＢカメラ１５１の撮影画像に基づいて自動的に検出し、その位置
の湾曲の程度を測定するようにしても良い。同様に、「肩部」、「腰部」等を特徴部位と
して登録して自動的に測定を行うようにしても良い。
【００７５】
　また、脊椎側弯症の評価システムＳ１の操作者や医師等が、例えば、マウスやトラック
パッド等のポインティングデバイスを操作して、湾曲の程度を測定すべき部位を特徴部位
として指定するようにしても良い。また、予め「第７頚椎」、「肩部」、「腰部」等の選
択ボタンを表示パネル上に表示し、その選択ボタンをポインティングデバイスで選択して
特徴部位を指定するようにしても良い。
【００７６】
　次いで、ステップＳ１７では、ステップＳ１６で指定された特徴部位について、凹凸状
態検出部１０３で、３次元計測データに基づいて水平方向の体表面の凹凸状態を検出し、
その凹凸状態に基づいて体表面のピーク位置を検出する。
【００７７】
　これにより、従来のＸ線検査では把握できなかった側弯症による脊柱や肋骨等の捻じれ
具合を容易に把握することができる。
【００７８】
　次いで、ステップＳ１８では、３次元計測データに基づいて被験者Ｈの背部の各部位を
推定する処理を行う。これにより、例えば、腰部や臀部の位置を推定して、その部位を捻
じれの基準とすることができる。即ち、一般的に、腰部や臀部は略水平面を形成すると考
えることができるので、この腰部や臀部を「第７頚椎」や「肩部」等の特徴部位の捻じれ
具合の基準とすることができる。
【００７９】
　ステップＳ１９では、ステップＳ１６で指定された特徴部位について、前記中心線を境
にした左右のピーク位置の高低差を左右差算出部１０５で算出する。これにより、特徴部
位の捻じれ具合を把握することができる。
【００８０】
　ステップＳ２０では、計測結果を表示モニタ２００に表示して処理を終了する。
【００８１】
　表示形式は、特には限定されず、既存の表示形式の何れであっても適用することができ
る。
【００８２】
　図８に示した表示形式の例では、平面グラフ表示部６０１と、ピーク検出等を示す画像
処理結果６０２と、画像および数値データからなる解析結果６０３と、被験者Ｈの背部の
カメラ画像６０４が表示されている。また、図示は省略したが、３次元データ表示部を設
け、３次元データをポリゴンやワイヤーフレーム等で表示するようにしてもよい。また、
ボタン操作やポインティングデバイス操作により、３次元画像の視点等を切り換えるよう
にしてもよい。
【００８３】
　また、表示した画像やデータを印刷できる機能を設けてもよい。
【００８４】
　脊椎側弯症の評価システムＳ１の操作者や医師は、表示された計測結果に基づいて、被
験者Ｈに脊椎側弯症の症状があるか否か、或いは、脊椎側弯症の進行度がどの程度である
か等を評価することができる。
【００８５】
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　また、自動評価部１０７によって、被験者Ｈに脊椎側弯症の症状があるか否か、或いは
、脊椎側弯症の進行度がどの程度であるか等を自動的に評価することもできる。
【００８６】
　即ち、凹凸状態検出部１０３による検出結果および左右差算出部１０５による算出結果
の少なくとも一方に基づいて、予め設定される閾値との比較によって、被験者Ｈの側弯症
の程度を評価することができる。
【００８７】
　図９に計測結果の例を示す。図９（ａ）は健常者についての計測結果を、図９（ｂ）は
側弯症患者の計測結果を示す。
【００８８】
　図９（ａ）においては、左側から被験者（健常者）の背部の画像７０１、ピーク検出等
を示す画像処理結果７０２、平面グラフ７０３が表示されている。
【００８９】
　図９（ｂ）においては、左側から被験者（側弯症患者）の背部の画像８０１、ピーク検
出等を示す画像処理結果８０２、平面グラフ８０３が表示されている。
【００９０】
　なお、図示は省略したが、３次元データ表示部を設け、３次元データをポリゴンやワイ
ヤーフレーム等で表示するようにしてもよい。
【００９１】
　そして、脊椎側弯症の評価システムＳ１の操作者や医師は、図９（ａ）、９（ｂ）のよ
うに表示された計測結果に基づいて、脊椎側弯症の進行度がどの程度であるか等を総合的
に評価する
　また、自動評価を行う場合には、例えば、平面グラフ８０３におけるグラフの傾きが予
め設定された閾値を超えた際に、「軽度の側弯症の症状がみられます」、「中度の側弯症
の症状がみられ、要観察と思われます」、「重度の側弯症の症状がみられ、手術等の治療
が必要とおもわれます」等のメッセージを表示するようにしても良い。
【００９２】
　勿論、脊椎側弯症についての手術や各種治療の要否等の最終判断は、専門医によって行
われることは言うまでもない。
【００９３】
　また、被験者Ｈの計測結果のデータ等は、個人情報を含むため、データの閲覧などには
パスワード等を設定し、厳重に管理されることが望ましい。
【００９４】
　図１０～図１２は、脊椎側弯症の症例を示す参考資料である。
【００９５】
　図１０に示す符号Ａは、脊柱において湾曲した箇所を示す。
【００９６】
　また、図１２に示すような症例は、脊柱および肋骨に捻じれを生じ、平面で見た場合に
所定の高低差ｈを有している。
【００９７】
　このような症例について、従来のＸ線検査法では、脊柱の湾曲具合は分かっても、体表
面の凹凸状態が分からなかった。
【００９８】
　これに対して、本実施形態に係る脊椎側弯症の評価システムＳ１によれば、図１２に示
すような症例について、脊柱の湾曲程度に加えて、体表面の凹凸状態を容易且つ的確に把
握することができ、脊椎側弯症を適切に評価することができる。
【００９９】
　以上述べたように、本発明の実施形態に係る脊椎側弯症の評価システムＳ１によれば、
次のような効果を得ることができる。
【０１００】
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（１）側弯症を簡易的に計測することができる。
【０１０１】
　本評価システムＳ１は、従来の装置と比較して小型、軽量にすることができるため、持
ち歩いて様々な場所での計測が可能になる。また、特に広いスペースも必要ではなくなる
ため、診察室などの中での計測が可能となる。
【０１０２】
（２）体表面形状を定量的に計測することできる。
【０１０３】
　側弯症の定量的な評価には、Ｘ線検査で計測した脊柱の曲がりが評価されているが、体
表面形状の評価が定量的に行われていなかった。体表面形状を定量的に評価する事ができ
れば、手術の必要性の判断や手術後の改善評価が行えるようになるだけでなく、病状の早
期発見、早期治療が可能となる。
【０１０４】
（３）自然な状態で側弯症の症状を計測することができる。
【０１０５】
　即ち、ＣＴを利用した計測のように寝た状態での計測ではなく、自然に立った状態での
評価が行えるため、実際に問題になっている位置の評価を正しく行うことが可能となる。
【０１０６】
（４）その場で計測結果を確認することができる。
【０１０７】
　本評価システムＳ１では、計測結果がその場で表示されるため、診察室等で計測を行っ
た後、その場で患者を交えた確認や病状に対する説明等を行う資料として用いることがで
き、利便性が向上される。
【０１０８】
（５）脊椎側弯症の評価システムを安価に提供することができる。
【０１０９】
　本評価システムＳ１によれば、従来の装置と比較して安価に脊椎側弯症の評価システム
として提供が可能になるため、システムの普及が期待できる。特に病院等に限らず、各種
学校などで行われる健康診断等に適用して、若年層の脊椎側弯症の早期発見、早期治療が
可能となる。
【０１１０】
　次に、図１４を参照して、上述の脊椎側弯症の評価システムＳ１に適用される評価用器
具９００について説明する。
【０１１１】
　評価用器具９００は、被験者Ｈの腰部の水平方向の表面に接触される水平板部９０１と
、この水平版部９０１から被験者Ｈの腰部の両側部に接触される一対の側板部９０２とを
備えている。
【０１１２】
　また、水平板部９０１の３次元センサ側の表面には、所定高さ（例えば、１ｃｍ程度）
の突起部９０３が設けられている。
【０１１３】
　なお、側板部９０２は、被験者Ｈの腰部の幅に合わせて、左右方向に移動できるように
構成しても良い。
【０１１４】
　このような構成の評価用器具９００を用いた場合には、前述の「第７頚椎」や「肩部」
等の特徴部位の捻じれ具合の基準を正確に計測することができる。即ち、評価用器具９０
０を被験者Ｈの腰部に予め取り付けて、３次元センサ１００で３次元計測データを取得す
ることにより、人体からは精度が出難い水平面のデータを評価用器具９００から取得する
ことができる。そして、この評価用器具９００から取得した水平面の３次元計測データを
基準に用いることにより、特徴部位の捻じれ具合をより正確に計測することができる。
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【０１１５】
　また、水平板部９０１に設けられた突起部９０３を３次元センサ１００で計測すること
により、３次元計測のキャリブレーションを行うことができる。
【０１１６】
　即ち、突起部９０３を設けることにより、突起部９０３の３次元形状を計測し、その計
測結果と実際のデータを比較する。その結果、幅、高さ、長さが合わない場合には補正係
数を算出して計測結果に補正を行う。また、突起部９０３が有する四角形の形状等から３
次元センサ１００のレンズの歪も求めて補正を行うこともできる。
【０１１７】
　以上本発明の一実施形態を具体的に説明したが、本発明は当該実施形態に限定されるも
のではない。すなわち、本発明の技術的な範囲は、あくまでも請求の範囲の記載に従って
解釈すべきであり、請求の範囲の記載技術と均等な技術および請求の範囲内でのすべての
変更が含まれる。
【０１１８】
　例えば、３次元センサ１００で取得した３次元計測データに基づいて、脊椎側弯症患者
等の矯正用具や車椅子用のクッションの設計を行うことができる。
【０１１９】
　また、３次元センサ１００で取得した３次元計測データと、体重計による体重データと
に基づいて、椎側弯症患者等の肥満度等を評価することもできる。
【０１２０】
　また、計測結果の表示について、３次元計測データに基づく体表面の凹凸を強調する処
理を行なって、操作者や医師が凹凸状態をより把握し易くするようにしても良い。
【０１２１】
　また、３次元計測データに基づく体表面の凹凸に適当な彩色を施す処理を行なって、操
作者や医師が凹凸状態をより把握し易くするように表示しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　本発明による脊椎側弯症の評価システムおよび同システムに適用される評価用器具は、
脊椎側弯症の定量的な評価に適用することができる。
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